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１ アンケート調査結果にみる障がい者福祉の現状 

 

「伊達市 生活と福祉に関するアンケート調査（2022（令和 4）年度実施）」からみた

本市の身体・知的・精神障がい者の現状は以下のとおりです。 

 

① 回答者の性別、年齢 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 同居の家族 

現在一緒に暮らしている人は、全体で「配偶者」が 36.1％で最も多く、次いで「父

母・祖父母・兄弟姉妹」が 33.0％、「子ども」が 28.9％となっています。 
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③ 主な介助者 

主な介助者は、全体で「父母・祖父母・兄弟姉妹」が 30.7％で最も多く、次いで「配

偶者（夫または妻）」が 29.4％、「子ども」が 21.6％、「ホームヘルパーや施設の職員」

が 21.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 公費負担医療制度の利用状況 

利用している公費負担医療制度は、全体で「重度心身障がい者医療費助成制度」が

29.0％で最も多く、次いで「精神通院医療（自立支援）」が 12.2％、「特定疾患治療研

究事業による医療費助成制度」が 3.2％となり、「利用していない」は 31.8％と 3 割を

超えています。 
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⑤ 災害時に頼れる人 

火事や地震などの災害時に、安全の確保などで頼れる人については、全体で「同居

の家族」が 69.7％で最も多く、次いで「近所の別居家族や親戚」が 16.1％、「施設の職

員や仲間」が 16.0％、「近所の友人・知人」が 15.7％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 災害時や緊急時の情報源 

災害時や緊急時における情報源については、全体で「テレビ・ラジオ」が 64.3％で

最も多く、次いで「家族や親戚、友人・知人」が 45.1％、「インターネット・ＳＮＳ」

が 19.8％などとなっています。 
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２ 伊達市障がい者計画等策定委員会名簿 

 

 

  氏 名 団体名 役職 

1 委員長 柳沼 哲 国立大学法人福島大学 特任教授 

2 副委員長 佐々木 由正 伊達市民生児童委員協議会 会長 

3 委員 小野 正美 医療法人西口ハートクリニック院長  

4 委員 阿部 ゆかり 
社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会 

社会福祉協議会相談支援事業所 所長 

5 委員 森  美樹 伊達市保原地域包括支援センター 所長 

6 委員 島貫 良子 合同会社サリエ 代表社員 

7 委員 渡辺 徳裕 伊達市手をつなぐ親の会 会長 

8 委員 菅野 明美 ほばらっこクラブ連絡会 会長 

9 委員 佐藤 孝浩 県北地区障がい福祉連絡協議会 役員 

※任期：2023（令和５）年８月１日から 2026（令和８）年７月 31 日 
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３ 計画策定の経過 

■ 第１回委員会 

日 時 2023（令和５）年８月４日（金）午後２時～ 

場 所 伊達市役所 東棟４階 408 会議室 

出席人数 １５名 

議 題 

（１）策定委員会について 

（２）計画策定の方向性・スケジュール 

（３）生活と福祉に関するアンケート調査（令和４年度実施）結果 

（４）第２回策定委員会の日程調整 

 

■ 第２回委員会 

日 時 2023（令和５）年９月２７日（水）午後２時～ 

場 所 伊達市役所 東棟３階庁議室 

出席人数 １４名 

議 題 

（１）計画策定の進捗状況 

（２）障がい福祉計画・障がい児童福祉計画におけるサービス量等の 

実績及び推計値 

（３）第３回策定委員会の日程調整 

 

■ 第３回委員会 

日 時 2023（令和５）年１１月１０日（金）午後１時３０分～ 

場 所 伊達市役所 東棟３階庁議室 

出席人数 １３名 

議 題 
（１）計画素案について 

（２）第４回策定委員会の日程調整 

 

■ 第４回委員会 

日 時 202４（令和６）年１月２２日（月）午後１時３０分～ 

場 所 伊達市役所 東棟３階庁議室 

出席人数 １４名 

議 題 

（１）意見募集（パブリック・コメント）の結果について 

（２）計画素案について 

（３）今後のスケジュールについて 
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■ パブリック・コメント 

日 時 
202３（令和５）年１２月２８日（木） 

～202４（令和６）年１月１５日（月） 

閲覧場所 
（１）伊達市役所 中央棟１階 健康福祉部社会福祉課 

（２）伊達市ホームページ 

意見申出 なし 
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４ 用語集 
 

意思疎通支援（初出：47ページ） 

障がい者と障がいのない人の意思の疎通を支援するため、意思疎通の支援を行う方の派遣や

養成などを行う制度です。 

一般就労（初出：56ページ） 

通常の雇用形態のことで、労働基準法及び最低賃金法に基づく雇用契約による企業への就労

のことです。 

医療的ケア児（初出：56ページ） 

家族や看護師が日常的に行っている経管栄養注入やたんの吸引などの医療的な生活援助行為

が必要な 18 歳未満の障がい児のことです。 

インクルーシブ教育（初出：33ページ） 

子どもたち一人ひとりが多様であることを前提に、障がいの有無に関わらず子ども達が共に

通常学級で教育を受けることができる教育理念や実践のためのプロセスのことです。 

 

基幹相談支援センター（初出：57ページ） 

地域における相談支援の中核的な役割を担い、相談支援事業や身体障がい者・知的障がい者・

精神障がい者などの一般相談などを総合的に行う機関のことです。 

権利擁護（初出：22ページ） 

知的障がい・精神障がいや認知症などのため、自らの権利やニーズを表明することが困難な

人に代わってその権利やニーズの表明を行うことです。また、弱い立場にある人々の人権侵

害（虐待や財産侵害など）が起きないようにすることです。 

工賃（初出：37ページ） 

就労継続支援Ｂ型などの就労支援を通じて生産活動を行った人に対して支払われるお金のこ

とです。 

合理的配慮（初出：２ページ） 

障がい者が日常生活や社会生活を送る上で妨げとなる社会的障壁※（後述）を取り除くため

に、状況に応じて行われる配慮のことです。筆談や読み上げによる意思の疎通、車いすでの

移動の手助け、学校、公共施設等のバリアフリー化など、過重の負担にならない範囲で提供

されるべきものをいいます。 

あ行 

か行 
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肢体不自由者（初出：14ページ） 

上肢切断、上肢機能障害、下肢切断、下肢機能障害、体幹機能障害及び運動の機能障害を有

している人のことです。 

指定難病（初出：17ページ） 

難病のうち国が「難病の患者に対する医療等に関する法律」に定められる基準に基づいて医

療費助成制度の対象としているもののことです。 

社会資源（初出：69ページ） 

その人のニーズを満たすために動員される施設や設備、資金や物資、集団や個人の有する知

識や技能の総称のことです。 

社会的障壁（初出：５ページ） 

障がいのある人にとって日常生活または社会生活を営むうえで障壁となるようなものを指し

ます。例えば、社会における事物（通行、利用しにくい施設、設備など）、制度（利用しに

くい制度など）、慣行（障がいのある人の存在を意識していない習慣や文化など）、観念（障が

いのある人への偏見など）などが挙げられます。 

重症心身障がい（初出：62ページ） 

重度の肢体不自由と重度の知的障がいが重複している状態のことです。 

手話奉仕員（初出：91ページ） 

聴覚障がい者と聴覚障がいのない人の間で、手話を使い、相互のコミュニケーションを仲介

するため、市区町村および都道府県で実施する手話奉仕員養成研修事業において「手話奉仕

員」として登録された方のことです。 

障がい者虐待（初出：22ページ） 

障害者虐待防止法における①養護者による障がい者虐待、②障がい者福祉施設従事者などに

よる障がい者虐待、③使用者による障がい者虐待のことです。 

障がい者差別（初出：40ページ） 

障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否す

ることやサービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人には

つけない条件をつけることなどです。障害者差別解消法により、不当な差別的取扱いが禁止

されています。 

 

 

 

さ行 
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障害者週間（初出：27ページ） 

国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、

経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として設

定されたものです。 

期間は、毎年 12 月３日から 12 月９日までの１週間です。この期間を中心に、国、地方

公共団体、関係団体などにおいて、様々な意識啓発に係る取組を展開しています。 

障害者手帳（初出：13ページ） 

身体障害者手帳（１～６級）、療育手帳（１～４度）、精神障害者保健福祉手帳（１～３級）の

３種の手帳を総称した一般的な呼称のことです。いずれの手帳も、数字が小さいほど障がい

の程度が重いものです。 

障害福祉サービス（初出：２ページ） 

個々の障がいのある人々の障がいの程度や勘案すべき事項（社会活動や介護者、居住などの

状況）を踏まえ、個別に支給決定がなされて利用できるサービスのことです。 

身体障がい（初出：69ページ） 

身体機能に何らかの障がいがあり、日常生活に制約がある状態をいいます。身体障害者福祉

法では、①視覚障害、②聴覚・平衡機能障害、③音声・言語・そしゃく機能障害、④肢体不自

由、⑤内部機能の障害（心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓又はヒト免疫不

全ウイルスによる免疫の機能障害）に分類されます。 

精神障がい（初出：31ページ） 

統合失調症、気分障がい（うつ病など）等の様々な精神疾患により、継続的に日常生活や社

会生活に支障がある状態をいいます。 

自立支援協議会（初出：36ページ） 

学識経験者、障がい当事者、障がい者団体、市内福祉施設関係者、就労関係者などを委員と

して構成された協議会で、市内に居住している障がい者（児）が豊かに暮らすことのできる

地域づくりに関し、協議を行う協議体です。 

 

地域活動支援センター（初出：29ページ） 

障がい者が通い、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進そのほか、障

がい者が自立した日常生活および社会生活を営むために必要な支援を行う施設のことです。 

 

 

た行 
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地域共生社会（初出：20ページ） 

制度・分野ごとの縦割り、支え手、受け手という関係を越えて、地域住民や地域の多様な主

体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を越えて「丸ごと」つながる

ことで、住民一人ひとりのくらしと生きがい、地域をともに創っていく社会のことです。 

地域生活支援拠点（初出：54ページ） 

障がい者の高齢化や障がいの重度化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、

体験の機会・場、緊急時の受入・対応、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）をもつ

場所や体制のことです。 

地域生活支援事業（初出：３ページ） 

障害者総合支援法に基づき、障がい福祉サービス等とは別に、地方自治体が地域の特性や利

用者の状況に応じて行う事業で、「必須事業」と、地方自治体の裁量で行うことができる「任意

事業」に分かれています。 

地域包括ケアシステム（初出：３0ページ） 

要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしいくらしを人生の最期まで続けるこ

とができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制のことで

す。 

知的障がい（初出：66ページ） 

知的機能の障がいが発達期（おおむね 18 歳まで）に現れ、継続的に日常生活や社会生活に

支障がある状態のことです。 

特別支援学級（初出：27ページ） 

一人ひとりの児童・生徒の持てる力を高めるための指導や課題を改善するための指導を行っ

ている学級のことです。 

特別支援学校（初出：67ページ） 

学校教育法に基づき、視覚障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、肢体不自由者又は病弱

者（身体虚弱者を含む）に対して、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を行うと

ともに、障がいによる学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授

けることを目的として設置される学校のことです。 

 

内部障害（初出：14ページ） 

心臓機能障害、呼吸器機能障害、腎臓機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害及

びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のことです。 

な行 
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難病（初出：17ページ） 

医学的に明確に定義された病気の名称ではなく、一般的に「治りにくい病気」や「不治の病」

を指します。 

昭和 47（1972）年の厚生省（当時）の「難病対策要綱」では、①原因不明、治療方針未確

立で後遺症を残す恐れが少なくない疾病、②経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみな

らず介護などに著しく人手を要するために家族の負担が重く、精神的にも負担の大きい疾病

と定義しています。 

農福連携（初出：37ページ） 

農業と福祉が連携し、障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、障害

者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組で、高齢者、生活困窮者等にも拡大

される取組（農福連携等推進会議「農福連携等推進ビジョン」より抜粋） 

 

発達障がい（初出：31ページ） 

コミュニケーションをとったり、暗黙のルールを守ったり、集中・関心を保ったり、ミスや

抜け・漏れなく社会生活を送ったりすることに困難を感じる障がいのことです。 

発達障害者支援法では、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、

注意欠陥多動性障害、そのほかこれに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢に

おいて発現するもの」と定義されています。 

パブリック・コメント（初出：７ページ） 

政策等の策定途中で事前にその計画等の素案を市民の皆さんに公表し、それに対して意見、

課題、問題点、情報等をいただき、提出された意見等を考慮して政策等を決定していくとと

もに、寄せられた意見とそれに対する市の考え方を公表する制度のことです。 

バリアフリー（初出：34ページ） 

障壁（バリア）となるものを取り除くことです。床の段差を解消し、手すりを設置するなど

といったハード面だけでなく、近年では、すべての人の社会生活を困難にしている物理的、

社会的、制度的、心理的な様々な障壁を除去するという意味で用いられてきています。 

ハローワーク（初出：36ページ） 

「国民に安定した雇用機会を確保すること」を目的として、厚生労働省が設置する行政機関

のことです。民間の職業紹介事業などでは就職に結びつけることが難しい就職困難者を中心に支

援する最後のセーフティーネットとしての役割を担っています。また、地域の総合的雇用サ

ービス機関として、職業紹介、雇用保険、雇用対策などの業務を一体的に実施しています。 
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ユニバーサルデザイン（初出：27ページ） 

障がいのある人の便利さや使いやすさという視点ではなく、障がいの有無にかかわらず、す

べての人にとって使いやすいようにはじめから意図してつくられた製品・情報・環境のデザ

インのことです。 

要約筆記（初出：47ページ） 

聴覚障がい者の情報保障手段の一つで、その場の音声を文字で書いて伝える通訳のことです。 

や行 


